
産
科
医
療
施
設
の
開
設
を
支
援
し
ま
す

問 

健
康
増
進
課
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）　
☎
25
‐
２
１
０
０

お知らせ

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心

し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
こ
と
が

で
き
る
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る
た

め
，
分
娩
施
設
を
持
つ
有
床
の
産
科

医
療
施
設
を
市
内
に
開
設
し
よ
う
と

す
る
医
師
ま
た
は
医
療
法
人
に
対
し

て
開
設
に
関
す
る
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

【
支
援
内
容
】

▼
補
助
金
額
＝
産
科
医
療
施
設
開
設

　
に
要
す
る
経
費
の
２
分
の
１
（
上

　
限
５
０
０
０
万
円
）

▼
補
助
対
象
事
業
お
よ
び
補
助
対
象

　
経
費
＝
用
地
等
取
得
事
業
（
建
設

　
用
地
・
建
物
取
得
費
）・
施
設
建
設

事
業
（
建
築
主
体
工
事
費
、
電
気

　
設
備
工
事
費
お
よ
び
機
械
設
備
工

　
事
費
な
ど
）・
医
療
機
器
購
入
事
業

　
（
産
科
関
係
備
品
な
ど
）

◎
補
助
制
度
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
「
令
和
２
年
度
つ
く
ば

み
ら
い
市
産
科
医
療
施
設
開
設
補
助

金
交
付
要
綱
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

水
道
料
金
徴
収
な
ど
を
民
間
委
託
し
て
い
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
上
下
水
道
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

お知らせ

　
市
の
水
道
事
業
で
は
、
お
客
様
へ

の
き
め
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

と
、
経
営
合
理
化
を
目
指
し
、
上
下

水
道
料
金
徴
収
業
務
等
を
民
間
業
者

に
委
託
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
契
約

が
令
和
２
年
３
月
31
日
で
満
了
す
る

た
め
、
引
き
続
き
令
和
２
年
４
月
１

日
か
ら
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の

５
年
間
は
次
の
と
お
り
委
託
し
、「
水

道
料
金
お
客
様
セ
ン
タ
ー
」
に
て
業

務
を
実
施
し
ま
す
。

【
委
託
先
】

　
シ
ー
デ
ー
シ
ー
情
報
シ
ス
テ
ム
㈱

（
本
社
：
千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
本

千
葉
町
４
番
３
号
）

【
営
業
時
間
】

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
休
業

【
主
な
業
務
】 　

　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
業
務
／
上

下
水
道
料
金
な
ど
の
請
求
か
ら
収
納

ま
で
の
業
務
／
引
越
し
な
ど
に
よ
る

開
始
・
中
止
の
受
付
お
よ
び
料
金
精

算
業
務
／
給
水
装
置
工
事
申
請
の
受

付
・
審
査
／
給
水
装
置
工
事
検
査
／

窓
口
お
よ
び
各
種
問
合
せ
受
付
業
務 

【
営
業
所
】

　
水
道
料
金
お
客
様
セ
ン
タ
ー
（
谷

和
原
庁
舎
２
階
）
☎
52
‐
６
１
０
０

◎
委
託
に
あ
た
っ
て
は
、
市
と
委
託

業
者
の
双
方
が
個
人
情
報
の
取
扱
い

の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
、
個
人
情

報
保
護
の
対
策
に
万
全
を
期
し
て
ま

い
り
ま
す
。

◎
委
託
業
者
の
従
業
員
・
検
針
員
が

皆
さ
ん
の
ご
家
庭
を
訪
問
す
る
と
き

に
は
、
委
託
業
者
指
定
の
制
服
を
着

用
し
、委
託
業
者
の
「
身
分
証
明
書
」

及
び
市
が
交
付
し
た
「
業
務
従
事
者

証
」
を
必
ず
携
帯
し
て
い
ま
す
。

 

市
に
お
け
る
給
水
契
約
の

 

定
型
約
款

　

令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
の
民

法
改
正
に
よ
り
、「
定
型
約
款
」
に

関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
、
給
水
契

約
に
関
し
て
も
そ
の
適
用
を
受
け
ま

す
。「
定
型
約
款
」
と
は
、
定
型
的

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
特
定
の
者

（
多
く
の
場
合
事
業
者
）
が
不
特
定

多
数
の
利
用
者
と
の
取
引
に
お
い
て

契
約
の
内
容
と
す
る
た
め
に
準
備
し

た
条
項
の
総
体
の
こ
と
で
あ
り
、
本

市
に
お
い
て
は
、
水
道
供
給
契
約
の

条
件
な
ど
を
定
め
た
「
つ
く
ば
み
ら

い
市
水
道
事
業
給
水
条
例
」「
つ
く

ば
み
ら
い
市
水
道
事
業
給
水
条
例
施

行
規
程
」
が
こ
の
定
型
約
款
に
当
た

り
ま
す
。
水
道
の
使
用
申
し
込
み
を

す
る
際
は
、
上
下
水
道
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。　

農
振
除
外
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

問 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課  

☎
58
‐
２
１
１
１

手続き・申請

　
農
振
法
に
基
づ
く
農
業
振
興
地
域

整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
農
用
地
区

域
内
の
土
地
を
、
農
用
地
な
ど
以
外

の
用
途
に
す
る
場
合
に
は
、
農
用
地

区
域
か
ら
除
外
す
る
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　
市
で
は
、
令
和
2
年
度
の
農
用
地

区
域
内
農
地
の
除
外
申
請
を
次
の
と

お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。
転
用
事
業

計
画
の
あ
る
方
は
、受
付
期
間
内（
期

限
厳
守
）
に
申
請
願
い
ま
す
。

　
な
お
、
申
請
書
類
に
不
備
が
あ
る

場
合
に
は
、
修
正
後
に
受
け
付
け
を

行
い
ま
す
の
で
、
事
前
に
市
産
業
経

済
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

▼
6
月
協
議
分
＝
4
月
1
日
㈬
か
ら

　
30
日
㈭
ま
で

▼
10
月
協
議
分
＝
8
月
3
日
㈪
か
ら

　
31
日
㈪
ま
で

▼
2
月
協
議
分
＝
12
月
1
日
㈫
か
ら

　
28
日
㈪
ま
で

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
開
庁
時

間
内

　
市
で
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修

学
が
困
難
な
方
を
対
象
に
、
奨
学
生

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

◆
奨
学
生
の
種
類
◆

A
つ
く
ば
み
ら
い
市
奨
学
生
（
専
修

学
校
（
専
門
課
程
）、
短
期
大
学
、

大
学
）

B
つ
く
ば
み
ら
い
市
高
等
学
校
奨
学

生
（
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
）

▼
募
集
人
員
＝
若
干
名

▼
貸
与
月
額
＝
A
月
額
３
万
円
／

B
月
額
２
万
円

▼
貸
与
期
間
＝
令
和
２
年
４
月
か
ら

　
在
学
す
る
学
校
の
正
規
の
修
業
期
間

▼
募
集
期
限
＝
５
月
８
日
㈮

◎
こ
の
ほ
か
詳
細
な
条
件
・
手
続
き

に
つ
い
て
は
、
学
校
総
務
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

奨
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す

問 

教
育
委
員
会
学
校
総
務
課  

☎
58
‐
２
１
１
１

募　集

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

民
間
自
治
功
労
者
表
彰
に
白
鳥
さ
ん

6


